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(57)【要約】
　
【課題】光源付きの光る造花の技術であり、光源と花部
分との配置を調整する上で有利な技術の提供。
【解決手段】造花の花びら１０を、花びら１０の輪郭を
形作る線材１２と、その線材１２が形作る花びら１０の
形を包み込む包み込み部材１４とで構成する。包み込み
部材１４は、繊維製であり、弾力的に自由に変形可能で
ある。また、光源２０から伸びるリード配線２２，２４
も弾力的に変形し、その変形した形を保持することがで
きる。このような花びら１０および光源側の構成により
、両者の配置を所望に調整することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　花びらを少なくとも含む花部分と、その花部分に隣接する光源を含む発光部分とを備え
、その発光部分の光により前記花部分を照明する造花であって、次の各構成および各条件
を満足する、光る造花。
Ａ　前記花部分は、前記花びらの輪郭を形作る線材と、その線材が形作る花びらの形を包
み込み、繊維製であり、弾力的な変形が可能な包み込み部材とから構成されていること。
Ｂ　前記発光部分は、前記光源から伸びるリード配線を備えること。
Ｃ　前記花部分の線材および前記発光部分のリード配線は、両方ともに弾力性をもち、弾
力的な変形をするとき、その変形を保持することができること。
【請求項２】
　前記Ｃにより、前記花部分の花びらを所望形状にすることができ、しかもまた、前記発
光部分と花部分とを所望の配置にすることができる、請求項１の光る造花。
【請求項３】
　前記発光部分は、複数あり、前記花部分の中心の花柱の位置のほか、複数の花びらの間
にも位置する、請求項１あるいは２の光る造花。
【請求項４】
　前記発光部分の光源は、ＬＥＤあるいは白熱電球のいずれかである、請求項１の光る造
花。
【請求項５】
　前記花びらの輪郭を形作る線材の花びらから離れた部分、および前記発光部分のリード
配線の光源から離れた部分は、互いに合わさり、造花の茎を構成する、請求項１の光る造
花。
【請求項６】
　前記発光部分のリード配線に接続する電池をさらに備える、請求項５の光る造花。
【請求項７】
　前記発光部分の光源がＬＥＤであり、そのＬＥＤは封止樹脂によって保護されており、
その封止樹脂の両側から２本のリード配線が伸びている、請求項１の光る造花。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、花びらを少なくとも含む花部分と、その花部分に隣接する光源を含む発光
部分とを備える、光る造花の技術に関し、特には、花部分と発光部分との配置を調整する
上で有利な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の光る造花の考え方、すなわち、造花に対し、ＬＥＤや白熱電球などの光源を配
置することにより、造花が光るようにする技術自体はすでに知られている。たとえば、特
許文献１では、配線途中のＬＥＤを造花の花柱あるいは花の中心に配置する技術、また、
特許文献２では、バラの造花の内側中心部に広角発光ダイオードを配置する技術を示して
いる。また、別の特許文献３では、複数ある花弁（花びら）の各先端部にＬＥＤを埋め込
むように配置する技術を示している。
【０００３】
　このような光る造花は、ＬＥＤなどの光により造花を一層美しく見せる。ただ、今まで
の技術においては、光るＬＥＤなどを花の固定した一定の部分に配置していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－７９６６８号公報
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【特許文献２】実開平５－５８１１号公報
【特許文献３】特開２０１７－１８８３７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　花の美しさをさらに増すためには、光るＬＥＤなどを花柱あるいは花の中心、または花
弁（花びら）の先端部に配置するだけでなく、隣り合う花弁（花びら）同志の間に配置す
ることが有効である。その点、花びらの形あるいは花の種類によっては、同じ花の中にお
いても、ＬＥＤなどの複数の光源を、各花びらの異なる位置に配置することが特に有効で
あることに気づいた。
【０００６】
　しかし、光源と花びらとを所望の配置にするためには、花びらを含む花部分について、
花びらの形を微妙に変形させたり、あるいは、光源を含む発光部分の位置を変えたりする
ことが求められる。その点、たとえば、特許文献３のように、花びらをプラスチック成型
品として得る技術などでは、複数の位置に光源を配置することはできるが、その位置を微
妙に調整し変えることはできない。
【０００７】
　そこで、この発明では、花部分の花びらの形を変形可能にし、しかもまた、発光部分の
光源から伸びるリード配線に所定の弾力変形性をもたせることにより、光源と花びらとを
所望の配置にすることができる技術を提供することを目的とする。この発明のさらなる目
的については、今後の説明から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の光る造花は、基本的に、次のＡ、ＢおよびＣの各構成および各条件を満足す
る。
Ａ　前記花部分は、前記花びらの輪郭を形作る線材と、その線材が形作る花びらの形を包
み込み、繊維製であり、弾力的な変形が可能な包み込み部材とから構成されていること。
Ｂ　前記発光部分は、前記光源から伸びるリード配線を備えること。
Ｃ　前記花部分の線材および前記発光部分のリード配線は、両方ともに弾力性をもち、弾
力的な変形をするとき、その変形を保持することができること。
【０００９】
　これらのＡ、ＢおよびＣについて、クレーム対応図である図１を参照しながら、もう少
し具体的に説明する。この発明の光る造花は、花びらを含む花に広く適用することができ
るが、特には、バラのように複数の花びらが互いに囲み合う、あるいは重なり合うものに
対して有効に適用することができる。
【００１０】
　したがって、この発明の光る造花は、少なくとも花びら１０を含む花部分１００と、光
源２０を含む発光部分２００とを備える。発光部分２００は、花部分１００を照明するた
めのものであり、その光源２０は花部分１００に隣接する。隣接とは、直接接する場合だ
けでなく、たとえば数ミリほど、互いにわずかに離れる場合をも含む。　
【００１１】
　配置の調整をするために、第１には、花部分１００の花びら１０の形を弾力的に変形さ
せることができ、しかも、その変形させた形を保持することが必要である。そのため、こ
こでは、花びら１０の構成として、花びら１０の輪郭を形作る線材１２と、その線材１２
が形作る花びら１０の形を包み込む包み込み部材１４を採用する。包み込み部材１４は、
ポリアミド系、ポリエステル系などの繊維製であり、いわばストッキング用の生地に似た
材料から作られており、弾力的に自由に変形可能である。このような包み込み部材１４は
、花びら１０の輪郭を形作る線材１２の変形に伴なって、自由に変形する。
【００１２】
　また、発光部分２００は、光源２０と、その光源２０から伸びるリード配線２２，２４
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とを備える。光源２０としては、白熱電球のほか、発光ダイオード（ＬＥＤ）を適用する
ことができる。ＬＥＤは、省電力化および低発熱量の点で好ましい。このような発光部分
２００は、リード配線２２，２４が弾力性をもち、弾力的な変形をするとき、その変形を
保持することができる。そのような弾力的な変形により、その配置を調整することができ
る。
【００１３】
　花びら１０の輪郭を形作る線材１２の花びら１０から離れた部分１２０、および発光部
分２００のリード配線２２，２４の光源２０から離れた部分２２０，２４０は、互いに合
わさり、テープなどの巻き材料に巻かれて造花の茎３０を構成する。
【００１４】
　発光部分２００の光源２０に対する電源としては、ボタン電池や乾電池などの電池５０
を用いることができる。電池５０（正確には、電池を内蔵した電池ボックス）は、茎３０
の途中から分岐したリード配線２２，２４に接続されている。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の光る造花の全体像を示す概念図である。
【図２】この発明の一実施例である造花の外観を示す図である。
【図３】図２の実施例で用いた発光部分を示す図であり、リード配線の形態図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図２は、この発明を適用したバラの外観図を示す。バラには、互いに重なり合う複数の
花びら１０がある。このバラの造花において、発光部分２００を複数配置している。一つ
は、花の中心に位置する個所、他のものは、花びら１０とそれに隣り合って囲む別の花び
ら１０との間の個所である。前者の中心の個所には、たとえば２個のＬＥＤ光源２０を配
置している。また、花びら１０の間には、それぞれ１個のＬＥＤ光源２０であるが、互い
に異なる径方向の複数の個所に配置している。
【００１７】
　図３は、図２のバラの造花に用いた発光部分２００を示している。光源２０であるＬＥ
Ｄは、その素子２０ａの外側全体が樹脂２０ｂにより封止されている。ＬＥＤは二端子素
子であるため、本来は、封止樹脂２０ｂの両側からそれぞれ１本のリード配線が伸びるが
、ここでは、平行する２本のリード配線２２，２４が伸びている。このようにリード配線
を２本構成にすることにより、弾力的変形によって光源２０の位置を調整する際、変形に
対して機械的な強度を高めることができる。適所に配置した光源２０の光によって、花び
ら１０を中心に照明されることにより、バラの造花は光り輝く美しさをかもし出す。この
際、包み込み部材１４が光源２０からの光を透過するので、光は花びら１０を明るく照ら
しつつ、外へと広がる。それにより、造花のバラは、生きた花の感を呈する。
【００１８】
　なお、花びら１０のほか、葉（図示しない）などについても、線材１２と包み込み部材
１４とによって構成することができる。そしてまた、線材１２と包み込み部材１４とによ
る構成は、花びら１０などの花の要素を自由に形作ることができるという利点をも生み出
す。
【符号の説明】
【００１９】
１０　花びら
１００　花部分
１２　線材
１２０　離れた部分
１４　包み込み部材
２０　光源
２００　発光部分
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２２，２４　リード配線
２２０，２４０　離れた部分
３０　茎
５０　電池

【図１】 【図２】

【図３】
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